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市会の構成
〔会派別議員数〕
定　数　89人

自由民主党・市民クラブ

民主党・市民連合

公 明 党

日 本 共 産 党

超党 NOW －New Osaka Way－

38人

20人

18人

12人

1人

（平成１８年１２月１５日現在）
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11月定例会
大阪市会は、平成17年度の一般会計等の決算報告などを審議する
11月定例会を11月8日から30日まで開きました。
決算報告については、11月8日の本会議において決算特別委員会
を設置し、その審査を経た後、11月30日の本会議において賛成多
数により、附帯決議（P5に掲載）を付して認定しました。
このほか、この定例会では、｢2008年関西サミットの実現ならび
に大阪での首脳会合開催を求める決議案｣や「職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例案」など合わせて20件の案件を議決しま
した。

決算特別委員会でのおもな論議 
　11月15～17日、20・21日の5日間、各委員がさまざま
な観点から質疑を行いました。そのおもな内容を決算特別
委員長の審査報告をもとに紹介します。 

大阪市の財政

「負の遺産」の処理

区政改革については
区政改革基本方針の素案では、地

域の実情や特性に応じて展開すること
が効果的な施策については、これまで
の局と区の役割分担を見直すこととし
ており、局から区への権限移譲を進め
るなど、役割に応じた仕組みづくりを
検討している。
具体的には、区が担う役割に応じて、
可能なものは局から区に予算を移管す
るとともに、区が独自に創意工夫や特
色を生かした取り組みを進めるため、
重点政策枠を活用し、直接要求を可能
にする。区役所の組織・体制、職員数
についても、これまでは24区横並びを
基本としてきたが、今後は、区みずか
らその実情を踏まえて、より区民サー
ビスを充実するため、関係局に対し要
望する機会を確保していく。
今回の素案では、必ずしも地域課題

に対するすべての権限を区が持つとい
うものではなく、局・区それぞれの強
みを生かして効果的に役割分担を行い
施策を展開していくこととしている。
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足w決算特別委員長の審査報告

決 算 特 別 委 員 会 委 員  

委 員 長  

副委員長 

委　　員 

足　O　將　司（自民） 

杉　本　末　広（自民）　　八　尾　　　進（公明） 

美延　映夫（自民） 永井　　博（自民） 東　　貴之（自民） 
荒木　幹男（自民） 北野　妙子（自民） 大西　宏幸（自民） 
O野　伸生（自民） 柳本　　顕（自民） 福山よしてる（民主） 
永藪　�弘（民主） 和田　充弘（民主） 山本　修子（民主） 
小林　道弘（民主） 青江　達夫（公明） 小笹　正博（公明） 
明石　直樹（公明） 辻　　義隆（公明） 瀬戸　一正（共産） 
渡司　考一（共産） 関根　信次（共産） 

隆 

市 会 の 動 き
［ 11月定例会 ］
10/31（火）
11/ 2（木）
6（月）

8（水）
9（木）
10（金）
15（水）～17（金）
20（月）・21（火）
27（月）

28（火）

30（木）

招集告示
民生保健委員会、建設港湾委員会（事前調査、陳情書の審査）
財政総務委員会、計画消防委員会（事前調査、陳情書の審査）
文教経済委員会（請願書の審査）、交通水道委員会（事前調査）
〈開会〉本会議（一般会計等決算の市長説明、議案審議など）
決算特別委員会（正副委員長の互選、説明など）
決算特別委員会（実地調査）

決算特別委員会（質疑5日間）

民生保健委員会（事前調査、陳情書の審査）
建設港湾委員会（陳情書の審査）
財政総務委員会、計画消防委員会（事前調査）
文教経済委員会（陳情書の審査、大阪中小企業輸入振興株式会社の

「民事再生法に基づく再生手続に係る事業譲渡」について報告）

決算特別委員会（態度決定）
本会議〈閉会〉（一般会計等決算の認定、議案審議など）

〕
○ 教育予算の拡充と教職員の定数改善、義務教育費国庫負担
制度に関する意見書 （11月8日）
○ 2008年関西サミットの実現ならびに大阪での首脳会合開催
を求める決議 （11月8日）
○ 障害者自立支援法における利用者負担の軽減措置の拡充等
に関する意見書 （11月30日）

可 決 さ れ た 意 見 書 ・ 決 議

局組織の再編については
同種の事務事業が複数の局におい

て実施されているものを整理するな
ど、現在の局組織に関する課題を早急
に解決するという観点から9月に局組
織再編素案を策定し公表した。
組織変更による局の名称変更につい

ては、局の所管業務について市民に混
乱を与えることのないよう、市民への
周知方法を工夫するなど最大限に対応
していく。現在、再編される局の内部
組織について検討作業を進めており、
今回の再編の趣旨が着実に実現できる
よう取り組んでいきたい。
なかでも次世代育成支援部門として

設置を検討している「(仮称)こども青
少年局」については、現在、施策・事
業が各局間で重複したり、連携が不十
分な場合があることから、児童及び青
少年に関する施策を総合的に推進する
ため設置するものである。新局では子
どもが将来に夢と希望をもてるような
施策・事業を効果的に企画・立案でき
る部門の充実にも努めていきたい。
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決算特別委員会及び常任委員会での論議については、詳しくは後日作成され
ます委員会記録をご覧ください｡作成された記録は､市会図書室（市役所７階）
や市立中央図書館などのほか、大阪市会ホームページでご覧いただけます。
また、会議録が作成されるまでの間、決算報告の市長説明並びに決算特別
委員長報告をインターネット録画放映しています。

策について要望を行ってきたところであ
り､引き続き要望を行っていく｡また、サ
ービス利用や事業者運営について、で
きる限り実態を把握するように努め、国
が抜本的な負担軽減策を講じるまでの
暫定的対応として、公平で偏りなく､わ
かりやすく､利便性を確保するという視
点も踏まえ、制度の趣旨を損ねることの
ないよう、本市独自の負担軽減策を検
討していきたい。

いじめに対する取り組みは
各地でいじめが原因で子どもがみ

ずから命を絶つという事件が相次いで
発生していることを受け、11月15日に
市長と教育委員長名で子どもたちと保
護者に対して緊急アピールを発表し、
命の大切さといじめは絶対に許されな
い行為であることを強く訴えた。
今後、各学校園の実態に応じた相談

活動の実施、教育相談や電話教育相談
窓口の周知徹底、ＰＴＡとの連携など、
具体的な取り組みを早急に進めてい
く。また、教職員が指導のあり方や対
応に悩む例も増加しているため、教職
員がより相談しやすいものとなるよう
取り組んでいく。
いじめ問題については、学校だけで

解決を図るのではなく、保護者や教育
委員会と連携を図り、協力して対応し
ていく体制づくりが必要である。実態
の把握については、いじめを受けてい
る子どもの立場に立って、迅速で正確
な事態の把握を行い、早期発見・早期
対応に努めていくとともに、問題の解
決に向け、教育委員会が中心となり校
長会や保護者の代表等も加えた「（仮
称）いじめゼロ推進本部」を設置し、
教職員用指導資料や啓発資料の作成な
ど、総合的な対策を実施していきたい。
将来ある命が失われることは絶対に
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附　帯　決　議

今後の事業執行に当たっては、本年が市政改革元年であることに鑑み、

特に次の諸点に十分留意し実施されたい。

○ 市政に対する市民の信頼を一日も早く回復するため、常に市民の視点

に立った市政の抜本的改革について、市会での議論を十分踏まえて断行

すること。

○ 時代に即した実効性のある施策を進めていくために、透明性や公平・

公正性の視点で常に検証を行い、地対財特法期限後の関連事業等につい

ては、見直しを早急に実行すること。

○ 補助金・委託料等の公金の支出については、説明責任を果たすことが

できるよう手続・内容の明確化を図り、適正に執行・検証すること。

○ 阿倍野再開発事業、土地信託事業、道路公社等のいわゆる負の遺産へ

の対応については、市民の負担軽減と理解を第一義に処理計画を不断に

見直し、危機感を持ってあたること。

決算特別委員会の審査の模様

財政状況と今後の財政運営につい
ては
平成17年度の一般会計決算では、

市税収入が企業収益の改善等により2
年連続の増となったが、ピーク時と比
べると約1,500億円の減収であり、歳入
総額に占める市税の割合は37％と地方
税中心の歳入構造から程遠い状態とな
っている。また、起債については、後
年度の財政負担を考慮した事業費の抑
制などにより、全会計ベースでは戦後
初の減少となったが、その残高は高水
準にある。
歳出については､生活保護費など扶
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助費が増加したが､職員の福利厚生や
給与制度の見直し等に伴って人件費を
はじめとする義務的経費が11年ぶりに
減少したことや事業費を抑制した結
果､一般会計の歳出規模は2.8％の減と4
年連続の縮減となった｡これらの結果､
一般会計の実質収支は2億5,400万円の
黒字となったが､国において地方歳出
の抑制方針が示されるなど､依然とし
て本市の財政は危機的な状況にあると
認識している。
今後の財政運営にあたっては､透明

性とスピード感をもって市政改革マニ
フェストの削減目標を達成する必要が
あり、歳出の削減は、きめ細かな情報
開示を行いながら経費のむだを取り除
き､高コスト体質を改善することを基
本として進める。このため､公金支出
の適正性について､市会や市民による
チェックを可能にし､説明責任を果た
すため、財務情報の開示を効果的に推
し進めることが重要であると考えてい
る。今後とも施策の選択と集中を図
り､真に必要なものを厳しく精査し､効
率的な財政運営に努めていきたい。

局組織の再編 区　政　改　革

会　　　計 歳　　　入 歳　　　出 差　　　引

一 般 会 計 兆
1

億
6,986

万円
3,581

兆
1

億
6,970

万円
3,910

億
15

万円
9,671

特 別 会 計
大学医学部付属病院 279 9,552 279 9,552 0
食 肉 市 場 29 3,881 29 3,881 0
市 街 地 再 開 発 255 4,282 255 4,282 0
駐 車 場 14 1,511 14 1,511 0
有 料 道 路 14 6,471 14 6,471 0
土 地 先 行 取 得 697 2,538 697 2,538 0
母子寡婦福祉貸付資金 4 9,320 4 346 8,974
国 民 健 康 保 険 2,798 8,713 3,159 4,786 △ 360 6,073
心身障害者扶養共済 4 5,756 4 5,756 0
老 人 保 健 医 療 2,427 1,390 2,456 8,535 △ 29 7,145
介 護 保 険 1,366 1,211 1,366 1,211 0
公 債 費 1 554 953 1 554 953 0

平成17年度一般会計等決算概要

土地信託事業については
土地信託事業検討会議の「中間まと

め」に基づき、売却により固定負債の解
消を目指すとしたビッグステップ、キッズ
パーク、ソーラ新大阪21の3信託事業に
ついては、受託行との間で処分型信託
への契約変更や具体的な売却方法につ
いて協議を行い、予算市会には契約変
更に必要な議案を提出したい。
また､事業継続により債務の解消を

目指すとしたオークの信託事業につい
ては、将来の市民負担を最小限に抑え
る観点から3信託事業で得られた売却
益をオークの債務圧縮財源として活用
することにより､4信託事業をトータル
で処理することが現段階ではベターで
あると考えている｡受託行との債務圧
縮交渉については､オークが非常に厳
しい状況に至ったことについて、事業
を計画し執行管理してきた受託行の責
任を追及することを前提に全力で取り
組み､合意ができた段階で､信託期間の
延長など必要な議案を提出したい。
道路公社と土地開発公社について
は
道路公社については、経営改善計

画策定委員会の提言の趣旨に沿い、3
年間の検証期間を経て、料金収入など
で管理運営費すらまかなえない施設に
ついてはこれを廃止し、本市へ引き継
いだ後、施設の売却をも視野に入れた
転活用方策を検討する方針で臨むとと
もに、道路公社全体の債務処理の方策
とあわせて、具体的な行動計画を策定
していきたい。
土地開発公社については、経営改善

計画に基づき長期保有土地の解消や、
ＣＩＴ事業(都市型小規模工場団地建設
事業)の処理などの取り組みを進めると
ともに、同事業の貸付金についても19
年度中に処理すべく具体的な手続きを
進めていきたい。
阿倍野再開発事業については
阿倍野再開発事業の収支不足のお

もな要因である公債費の償還について
着実に処理を進める必要があり、市政
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改革マニフェストの歳出削減目標をま
ず成しとげた上で、特別会計における
経営の一層の効率化により、一般会計
からの繰出金を大幅に圧縮するなどの
歳出削減に加えて、資産の売却や有効
活用を図るなど歳入確保についてもあ
らゆる可能性を検討していきたい。
負の遺産については
これら「負の遺産」の処理につい

ては、本市の財政状況や行政需要も見
ながら市全体として戦略的な視点から
対応策を立てることが重要であると認
識しており、今後、本市全体で発生が
見込まれる負担の全体像について、お
おむね18年度中には明らかにするよう
に努力していきたい。

未利用地の処分は
関係局による資産流動化プロジェ

クト用地チームにおいて、852件､255
万㎡の市有地情報を一元化し、9月に
ホームページで公開するとともに、処
分検討地、継続保有地、事業予定地の
3つに分類する未利用地等活用方針策
定基準を設けた。未利用地ごとの分類
については、用地取得に際して、国の
補助金交付の有無、当該土地の都市計
画決定の有無、未利用期間の長短の3
つの観点から分類作業を行い、外部有
識者による土地流動化委員会の精査・
助言を受けた上で、1月末ごろを目途
に個別の分類の原案を順次作成し、19
年度のできるだけ早い時期に活用方針
を公表する。

障害者自立支援法の利用者負担に
ついては
法の施行により導入された定率1割

の利用者負担については、国において
も､月額負担上限額に加え、社会福祉法
人減免をはじめとした様々な負担軽減
措置がとられており、低所得者への配慮
と工夫がなされているが､これまでの所
得に応じた応能負担との比較では､利用
者や家族の負担は増加していると認識
している｡国に対し、利用者の負担軽減
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障害者自立支援

い じ め 問 題

その他のおもな質疑項目

[教育関係]
教職員の人事異動、校長･教頭の希

望降任制の導入、放課後における障

害のある中学生の居場所づくり、学

校敷地内の禁煙、道徳教育について

[福祉関係]
生活保護受給者への就労支援、保育

所待機児童の解消方策、乳幼児医療

費助成制度、児童虐待及び高齢者虐

待に対する取り組み、療養病床の再

編、弘済院の経営形態、ヘルスサポ

ートセンターにおける健康づくり事

業について

[そのほか]
創造都市戦略、防災対策の取り組み、

共通管理業務の簡素化・集約化、病

気休職制度、職員の適正配置、人事

考課制度、人権問題、地域振興会、

入札契約制度の改善、補助金制度の

見直し、市税収納対策、償却資産へ

の課税、近代美術館の建設計画、文

化･芸術拠点施設の経営形態、商店

街の活性化と融資制度、天王寺動物

園協会、資源ごみのリサイクル、大

阪駅北地区の開発、中之島東部地区

と中之島公園整備、企業誘致と都市

型新産業の創造、自動二輪車の駐車

対策、ワンルームマンションに対す

る行政指導、地上デジタル放送への

対応、適切な医療機関への搬送、消

防音楽隊、放置自転車対策と総合的

な自転車施策の展開、此花西部臨海

地区土地区画整理事業、安治川トン

ネルエレベーターについて

など

あってはならないと決意している。今
後とも、子どもの命を守るため、あら
ゆる努力を尽くしていく。

資産の有効活用


